
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係

障害児通所給付費の支給決定

児童福祉法

第２１条の５の５第１項

（電話 ６２１－５１７１）

障害児通所給付費の支給決定（通所給付決定）は、児童福祉法第２１
条の５の７の規定により、児童福祉法施行規則第１８条の１０各号に掲
げる事項及び障害児支援利用計画案（提出があった場合）を勘案して行
うものとする。

○児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
第２１条の５の７ 市町村は、前条第１項の申請が行われたときは、当
該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、
当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その
他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給
の要否の決定（以下この条において「通所支給要否決定」という。）
を行うものとする。
２ 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認める
ときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関（次項、第２１
条の５の１０及び第２１条の５の１３第３項において「児童相談所等」
という。）の意見を聴くことができる。
３ 児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認め
るときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、
医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
４ 市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場
合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、前条第１項の申請に係る障害児の保護者に対し、第２４条

障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について
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の２６第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する
障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
５ 前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児
の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用
計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出す
ることができる。
６ 市町村は、前２項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、
第１項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を
勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
７ 市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ご
とに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給
付費等を支給する障害児通所支援の量（以下「支給量」という。）を
定めなければならない。
８ 通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間（以下「通所給付決定
の有効期間」という。）内に限り、その効力を有する。
９～１４ （略）

○児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）
第１８条の１０ 法第２１条の５の７第１項に規定する厚生労働省令で
定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 (1) 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
 (2) 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
 (3) 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給

の状況
 (4) 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給

の状況
 (5) 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状

況
 (6) 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービ

ス等（前３号に掲げるものに係るものを除く。）の利用の状況
 (7) 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利

用に関する意向の具体的内容
 (8) 当該申請に係る障害児の置かれている環境
 (9) 当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況
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